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平成26年11月５日提出

長野県都市計画審議会長

26都第280号

平成26年10月22日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第３号

佐久穂都市計画区域の指定に伴う用途地域の指定のない区域内における
容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域及び数値
の決定について

佐久穂都市計画区域の指定に伴う用途地域の指定のない区域内における
容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域及び数値
の決定について

　このことについて、建築基準法第52条第１項第７号、第53条第１項第６号並びに第
56条第１項第１号別表第３（に）欄５及び同項第２号ニの規定により、次のように審
議会に付議します。
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佐久穂都市計画区域の指定に伴う用途地域の指定のない区域内における容積

率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域及び数値の決定に

ついて 
 

 

 

建築基準法の規定に基づき、佐久穂都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域に

おける建築形態性現地について、土地利用の状況等を考慮して次のとおり定めます。 

 

 

決定する区域 

容積率 

(建築物の 

延べ面積の

敷地面積に

対する割合) 

建蔽率 

(建築物の 

建築面積の

敷地面積に

対する割合) 

建築物の各部分の高さ制限 
 
前面道路の

反対側の境

界線までの

水平距離に

乗ずる数値 

 
隣地境界線

までの水平

距離に乗ず

る数値 

佐久穂都市計画区域のうち 

用途地域の指定のない区域 

（面積 6,257ha） 

10 分の 20 10 分の７ 1.5 1.25 
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都市計画区域のうち白地地域における容積率等の制限について 

 

１ 白地地域における容積率等の制限について 

平成 13 年５月 18 日に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が施行され、都市計

画区域内の用途地域の指定のない区域（以下「白地地域」という。）について、下表に示す制限

値の中から、特定行政庁が当該白地地域の土地利用状況に応じて、県都市計画審議会の議を経

て定めることとされた。 

 

◇建築基準法による白地地域の容積率等の制限値（選択、決定） 

区   分 制   限   値 

容 積 率 
５／１０、８／１０、１０／１０、２０／１０、３０／１０、４０／１０ 

（建築基準法第５２条第１項第７号） 

建 蔽 率 
３／１０、４／１０、５／１０、６／１０、７／１０ 

（建築基準法第５３条第１項第６号） 

高さ 

道路斜線 
１．２５×Ｌ１、１．５×Ｌ１ 

（建築基準法第５６条第１項第１号 別表第３（に）欄５） 

隣地斜線 
１．２５×Ｌ２＋２０ｍ、２．５×Ｌ２＋３１ｍ 

（建築基準法第５６条第１項第２号ニ） 

注）Ｌ１：前面道路の反対側の境界線までの水平距離 

  Ｌ２：隣地境界線までの水平距離 

 

２ 建築制限に係る県の方針等 

  平成 13 年度に当該白地地域における土地利用の実態調査を実施し、地域の土地利用状況を勘

案して、一般基準と特殊基準を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用状況 
・別荘地区域 

・低層住宅区域  等 

・用途地域周辺区域 

・田園区域 

・既存集落区域  等 

郊外幹線沿道区域 

温泉保養地等区域  等 

規制値 

容 積 率：5/10・10/10 

建 蔽 率：3/10・5/10 

道路斜線：∠1.25 

隣地斜線：∠1.25＋20ｍ 

容 積 率：10/10・20/10 

建 蔽 率：6/10 

道路斜線：∠1.25 

隣地斜線：∠1.25＋20ｍ 

容 積 率：20/10・30/10 

建 蔽 率：7/10 

道路斜線：∠1.5 

隣地斜線：∠1.25＋20ｍ 

∠2.5＋31ｍ 

 

特殊基準 特殊基準 一般基準 

規制強化 

規制緩和 

資料３－１ 
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佐久地方事務所管内の白地地域建築形態規制の状況図 

佐久穂町 

南部(用途地域なし)：特殊基準
（制限緩和）を標準とする地域 

北部(用途地域あ
り)：一般基準を標
準とする地域 

軽井沢(用途地
域あり)：制限
強化を標準と
する地域 

資料３－４ 
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佐
久
市
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び
地
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辺
の
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